
検診を受ける際は受診券が必要です！
８０歳以上の方は直接集団検診会場へお越しください。受診券を紛失した方、受診
券が届いていない方など受診券を持っていない方は下記までご連絡ください。

乳がん・子宮頸がん検診

8月からスタートした肺炎球菌ワクチンの予防接種はお済みですか？
平成３０年３月３１日までは自己負担１０００円で接種できます。
※期限を過ぎると全額自己負担になりますので、忘れないよう早めに接種しましょう!!
※高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種はインフルエンザワクチンのように毎年行うものではあ
　りません。下記の対象者は今年度限りとなりますのでご注意ください。

　６５歳となる方 昭和２７年４月２日生 ～ 昭和2８年４月１日生
　７０歳となる方 昭和２２年４月２日生 ～ 昭和２３年４月１日生
　７５歳となる方 昭和１７年４月２日生 ～ 昭和１８年４月１日生
　８０歳となる方 昭和１２年４月２日生 ～ 昭和１３年４月１日生
　８５歳となる方 昭和  ７年４月２日生 ～ 昭和  ８年４月１日生
　９０歳となる方 昭和  ２年４月２日生 ～ 昭和  ３年４月１日生
　９５歳となる方 大正１１年４月２日生 ～ 大正１２年４月１日生
 １００歳となる方 大正  ６年４月２日生 ～ 大正  ７年４月１日生

※H2９年８月１日以前に
２３価型肺炎球菌ワクチン
を接種した方は対象外と
なります。
対象の方にはH2９年8月
に予診票を送付しており
ます。
予診票を紛失された方は
再発行いたしますので役
場までご連絡ください。

子宮頸がんは20～30歳代で急増！ 乳がんは40～50歳代で増!!

検診会場： 恩納村総合
 保健福祉センター
受付時間： 午前９時３０分～
 午前１０時３０分
持参する物： 受診券（ピンク色）

【個別検診】  ２月２８日（水） まで
（恩納村指定医療機関）※医療機関によっては予約が取れない場合もありますので、医療機関で
受診される方は早めの予約を行いましょう。

お問い合わせ　福祉健康課 健康づくり係　☎９６６―１２０７

あなたは今年度受診しましたか ?あなたは今年度受診しましたか ?
今年度最後の
集団健診です !!

※３０～３９歳対象の乳房超音波(エコー)検査は、ご予約が必
　要です(先着１０名)。福祉健康課へお申し込みください。
※４０歳以上対象のマンモグラフィ検査は、ご予約が必要です
　（先着３５名）。福祉健康課へお申し込みください。
　また昨年度集団検診でマンモグラフィ検査を受診した方は、
　今年度は集団検診を受診できませんのでご了承ください。

【集団検診】  ２月１８日（日）　

お問い合わせ：福祉健康課　母子保健係　☎９６６－１２０７

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

対象者 生 年 月 日

検診を
受診する
皆様へ

３月31日まで！！３月31日まで！！

車　　　種 申　告　場　所

原動機付自転車
恩納村役場　税務課 ☎９６６－１２０６小型特殊自動車

（農耕作業車など１２５ｃｃ以下のバイク）

軽自動車（２５０ｃｃ以下のバイクを含む） 沖縄県軽自動車協会 ☎０５０－3816－3126

小型二輪（２５１ｃｃ以上のバイク） 沖縄県陸運事務所 ☎０５０－５５４０－２０91

お問い合わせ：税務課　☎９６６－１２０６

に関するこれだけは知ってもらいたいお知らせです。
軽自動車・オートバイ等の税金（軽自動車税）は、毎年４月１日現在の所有者または使用者の方に対して
1年間の税金が課されます。（軽自動車税は、年度の途中で、廃車しても月割りはありません。）

※次の場合は特に注意してください。
① 友人、知人などにバイク・軽自動車を譲ったが、名義変更をしていない。
② 事故車や、壊れたバイク・軽自動車の廃車届をしていない。
③ 所有していたバイク・軽自動車が盗難にあい、警察へ盗難届をしたが役場への届け出を
　 提出していない場合。

　村では有害鳥獣(イノシシ・カラス)による生活環
境や農林水産業への被害防止・軽減を目的に、鳥獣
被害対策実施隊を設置しています。
　実施隊では、村の要請により有害鳥獣被害のあ
る地域を中心にパトロールを行い、捕獲・駆除活動
を行っていますので、被害でお困りの際は農林水
産課までご連絡ください。
　なお上記有害鳥獣を捕獲するためにワナを設置
するにあたって、次の場合は鳥獣保護管理法違反
となり、最高で1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金が科せられる場合がありますので、ご注意く
ださい。
1.　狩猟免許・狩猟者登録がない場合。
2.　狩猟免許・狩猟者登録があっても、村長の許可
　　なく狩猟期間（毎年11月15日から翌年2月15
　　日まで）以外にワナの設置や捕獲をする場合。

　現在、お持ちの国民健康保険者証の
有効期限は３月３１日となっています。
　納期限内に国民健康保険税を完納し
ている世帯に、新しい被保険者証を郵
送しますので、早めの納付をお願いい
たします。
　なお、国民健康保険税の未納がある
世帯は、役場の国保窓口での被保険者
証更新となります。

※完納している世帯で、窓口での更新
を希望される方は、２月２３日（金）までに
福祉健康課国保係へご連絡ください。

お問い合わせ：農林水産課 農林係　☎966-1202お問い合わせ
福祉健康課 国保係　☎９６６－１２０７

有害鳥獣（イノシシ・カラス）の被害対策について
早めの納付を！

３月は被保険者証の更新時期です！

国民健康保険からのお知らせ

軽自動車税

　住所変更があった場合に手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税され、納税通知書が以前の
住所に送付され、支障をきたす場合がありますので、下記の申告場所にて手続きをお願いします。（上記
の①～③の場合も下記の申告場所にて手続きをお願いします。）
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